
  
 

「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改定案 現行 

２．労働関係法令等において定められている開示・提供項

目等 

(3) 資本市場において企業が提供する非財務情報（人的

資本関係）【別表３】 

 

○ （略） 

 

○ また、令和５年３月期決算から、有価証券報告書にお

いて人材育成方針や社内環境整備方針のほか、女性活躍推

進法等により公表している場合には、女性管理職比率、男

女の賃金の額の差異等について記載が求められることとな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．労働関係法令等において定められている開示・提供項

目等 

(3) 資本市場において企業が提供する非財務情報（人的

資本関係）【別表３】 

 

○ （略） 

 

○ また、令和５年３月期決算から、有価証券報告書にお

いて人材育成方針や社内環境整備方針のほか、女性活躍推

進法等により公表している場合には、女性管理職比率、男

女の賃金の差異等について記載が求められることとなっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

別表２ 労働者の募集の有無にかかわらず定期的な公表が

求められるもの又は公表することが望ましいとされている

もの 

（★）法令により開示義務のあるもの 

 

 

別表２ 労働者の募集の有無にかかわらず定期的な公表が

求められるもの又は公表することが望ましいとされている

もの 

（★）法令により開示義務のあるもの 

 

 



  
 

別表３ 資本市場において企業等が提供する非財務情報（人的

資本関係） 

（★）法令により開示義務のあるもの 

 
 

 

 

別表３ 資本市場において企業等が提供する非財務情報（人的

資本関係） 

（★）法令により開示義務のあるもの 

 
 

 


